
結婚、妊娠・出産期 乳幼児期(就学前) 学齢期(小・中学生) 青年期(高校生年代～)

令和８年度子ども・子育て関連予算のポイント
〜「子育て楽しいさいたま市」を目指して〜

１ こどもまんなか社会の実現

２ 切れ目のない少子化対策・子育て支援の充実

・産後ケア事業の拡充
・産婦健康診査の助成回数の拡大
・私立幼稚園等の特別支援教育に対する支援の充実
・私立認可保育所等における医療的ケア児の受入支援

1-1 親子の健やかな成長のための支援

1-5 教育環境の充実

1-3 子ども・若者を社会全体で支える取組の強化

・市立特別支援学校（知的障害）の整備
・「大和田小学校」の開校
・「いろどり学園」の開校

・５歳児健康診査の実施
・新生児マススクリーニングの推進

1-2 意見表明機会の確保と社会参画機会の提供

・児童センター子ども運営会議の実施

・特別支援学校での通学支援の実施
・思春期保健事業の実施
・児童養護施設等退所児童への支援

2-2 社会全体で子育てを支える取組の強化

2-1 若年層に対する結婚支援の充実

・いじめ問題救済員会の設置
・子どもの権利条例制定事業
・子ども・青少年希望（ゆめ）基金の運用拡大
・市立学校での看護師による医療的ケアの実施

・若者が結婚・出産を含めたライフデザインを考えるためのイベントの開催やセミナーへの講師派遣

・第２子における保育料軽減対象の拡大

2-3 子育てを支える経済的支援

・小学校給食の無償化・中学校給食の物価高支援の実施

・私立認可保育所等における障害児の受入支援
・保育園・幼稚園・放課後児童クラブ人材確保施策の拡充
・放課後子ども居場所事業の実施校拡大・民間放課後児童

クラブの整備促進
・小学校の朝の見守り事業の試行的実施
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1-4 多様な体験・活動の提供と居場所の確保

・子育て支援センター（単独型）の充実
・子どもの居場所づくりの推進
・養育環境に課題を抱える児童のための居場所

づくりの推進



１−１ 親子の健やかな成長のための支援

５歳児健康診査の実施

〔母子保健課〕

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

5,589万円

新規

こどもの特性を早期に発見し、その特性に合
わせた適切な支援を行い、幼児の健康の保持
及び増進を図るため、発達障害が認知される
時期の幼児に対して健康診査を実施します。
・令和８年６月頃～（問診票送付）
・令和８年８月頃～（集団健診実施）

【図】国が示す「５歳児健診の体制図」

新生児マススクリーニング
検査事業の推進

〔母子保健課〕 6,557万円

拡大

新生児に対して行う先天性代謝異常等検
査について、早期発見・早期治療につな
がる検査体制を強化するため、22疾患の
検査を委託します。

市内の分娩取扱医療機関等で採血を
した新生児。

対象者

無料。採血料等は自己負担。
検査
費用

①市内の分娩取扱医療機関等へ申込む。
②日齢４～６日の赤ちゃんのかかとか

ら少量の血液を採取。
※市外で出産した場合は、分娩取扱医
療機関等の所在する自治体へ確認。

検査の
受け方
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１−２ 意見表明機会の確保と社会参画機会の提供

児童センター子ども運営会議の実施

〔子ども・青少年政策課〕

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

拡大

60万円

児童センターの運営に子どもの意見を反映
する仕組みづくりとして、子ども運営会議
を開催しています。
令和８年度は、新たに「中高生が利用しや
すい児童センター」「児童センター利用
ルール」「児童センターの認知度向上」の
３つをテーマに加えて開催します。

図書更新

令和７年度

中高生が利用
しやすい児童
センター

児童セン
ター利用
ルール

児童センター
の認知度向上

令和８年度

図書更新
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１−３ 子ども・若者を社会全体で支える取組の強化①

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

新規 新規
（仮称）子どもの権利条例制定事業

〔子ども・青少年政策課〕 779万円

子どもを権利の主体として位置付け、権利
の保障を図る「（仮称）子どもの権利条例」の
令和９年度中の制定に向けて、広く子どもか
ら意見を取り入れるためのワークショップや
アンケート調査を実施するとともに、子ども
が主体となる検討会議を立ち上げます。

＜令和８年度のスケジュール＞
・７～９月
子ども・若者ワークショップ

・９～１１月
アンケート調査、関係機関ヒアリング

・１１月～３月
子どもの権利条例検討プロジェクト

いじめ問題救済委員会の設置

〔子ども・青少年政策課〕 1,522万円

いじめ問題に対して早期に介入し、解決を図
る仕組みを導入するため、学校や教育委員会
から独立した第三者機関として、「いじめ問題
救済委員会」を設置します。

＜救済までの流れ＞
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１−３ 子ども・若者を社会全体で支える取組の強化②

子ども・青少年希望（ゆめ）基金の
運用拡大

〔子ども・青少年政策課〕

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

拡大

3,181万円

市民や企業等からの寄付金等を「さいたま市
子ども・青少年希望（ゆめ）基金」として積
み立て、子育て家庭への支援や、子ども・青
少年の健全育成等に活用します。

寄附金 R7年度基金残高 運用益金

さいたま市子ども・青少年希望（ゆめ）基金

①困難を抱える子ども・青少年や子育て家庭の支援

②体験活動などを通じた子ども・青少年の健全育成

【積立】

【活用】

拡大

市立学校での看護師による
医療的ケアの実施

〔特別支援教育室〕 7,009万円
市立小・中・中等教育・高等学校に在籍する医療的
ケア児の学校生活を支援するとともに、保護者の負
担を軽減するため、看護師による医療的ケアを実施
します。

教育委員会

訪問看護
ステーション等

看護師を派遣

学校

医療的ケアの実施

委託契約
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特別支援学校での通学支援の実施

〔特別支援教育室〕

１−３ 子ども・若者を社会全体で支える取組の強化③

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

6,845万円
市立特別支援学校に在籍する、登下校時に医療
的ケアを必要とする児童生徒に対し、看護師の
派遣費用を市が負担することで、安心・安全な
通学環境の提供と保護者負担の軽減を図ります。

教育委員会

委託契約

学校

家庭

医療的ケアの実施
（登下校時）

看護師派遣

新規
思春期保健事業の実施

〔母子保健課〕

拡大

372万円

心身ともに成長が著しく、人格形成にとっ
て重要な時期である思春期に、子どもが健
やかに成長できるよう、命の大切さや性に
関する正しい知識の普及、情報提供を行い
ます。

拡大・新規

実施校
35校

→45校
（１０校増）

市立学校の児童生徒に
対し、知識の普及を実施

思春期
保健教室
（拡大）

年４回
実施

多くの子どもが、気軽に、
性や自分のこころとから
だの相談ができ、性に関
する正しい知識や情報が
得られる場として実施

ユース
クリニック
（新規）
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１−３ 子ども・若者を社会全体で支える取組の強化④

児童養護施設等退所児童への支援

〔子ども家庭支援課〕

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

拡大

1,541万円
児童養護施設等を退所した児童が安心して自立し
た生活を送ることができるよう大学や専門学校等
に進学する児童が低額で入居できる「希望の家事
業」及び退所後の児童が集える場所（クローバー
ハウス）を提供する「児童養護施設退所者等アフ
ターケア事業」を実施します。
また、大学等への進学を支援するため、「児童養
護施設等退所者奨学金給付事業」を実施し、令和
８年４月から新たに就職活動費の支援を開始しま
す。

児童養護
施設等退
所児童

奨学金給
付事業

アフター
ケア事業

希望の家
事業
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１−４ 多様な体験・活動の提供と居場所の確保①

子育て支援センター（単独型）の充実

〔子育て支援課〕

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

拡大

1億8,446万円

子育ての負担感、不安感等を緩和するため、
子育て中の親子の交流の場を提供し、育児
相談等を実施します。
また、新たに子育て支援センターを移転し、
一時預かり事業を実施します。

子どもの居場所づくりの推進
（子ども食堂等への支援）

〔子ども・青少年政策課〕 716万円

子どもの居場所づくりに取り組む団体等の
運営を支援するとともに、認知度向上や担
い手・支え手の充実を図るため、民間団体
等と連携してイベントを開催します。

拡大
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１−４ 多様な体験・活動の提供と居場所の確保②

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

養育環境等に課題を抱える児童のための
居場所づくりの推進

〔子ども・青少年政策課〕 5,911万円

養育環境等に課題を抱える児童に対して、安心・ 安全な居場所
の提供や食事の提供、生活習慣の形成等の支援を包括的に提供
する常設型施設への支援を行います。

出所：令和８年度放課後児童対策、こども・子育て支援関連
予算案の概要（こども家庭庁成育局成育環境課）

拡大
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１−５ 教育環境の充実①

市立特別支援学校(知的障害)の整備

〔特別支援教育室〕

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

拡大新規

2,575万円

本市の知的障害のある児童生徒に良好な教育環境を
提供するため、市立特別支援学校（知的障害）の整
備に向けて、令和８年度は基本計画を策定します。

＜学校の概要＞
設置場所：県立浦和工業高校跡地(グラウンド側)
設置学部：小学部・中学部・高等部
受入規模：約２００人
主な施設：校舎 体育館 バスロータリー等

＜スケジュール(予定)＞
令和７～８年度 基本計画
令和９～12年度 基本設計・実施設計
令和12～14年度 建設工事
令和15年度 開校

「いろどり学園」の開校

〔総合教育相談室〕

年間３０日以上欠席している不登校児童
生徒のための「いろどり学園小学部・中
学部」を開校するとともに、本校及び市
内６か所のキャンパスで教育活動を円滑
に行うことができるように管理及び環境
整備を行います。

2,623万円
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１−５ 教育環境の充実②

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

「大和田小学校」の開校

〔学校施設整備課〕

さいたま市立小学校として105校目となる「大和田小学校」が令和8年4月1日に見
沼区大和田町に開校しました。
過大規模校の解消と教育環境の充実を目的として設置し、多様な学習活動を展開
できる教室空間を整備しています。
また、「学校」・「保育園」・「放課後子ども居場所事業」が一体となった複合
施設として整備し、地域に開かれた学校として幅広い利用が可能です。
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２−１ 若年層に対する結婚支援の充実

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

拡大

若者が結婚・出産を含めた
ライフデザインを考えるための

イベントの開催やセミナーへの講師派遣

〔子ども・青少年政策課〕 889万円

将来のライフプランをシミュレートできるツー
ル「さいたま ＬＩＦＥ ＤＥＳＩＧＮ（ライフ
デザイン）」を市ホームページ上で提供するほ
か、参加者同士が交流できるイベントの開催、
市内の大学や企業等が主催するライフデザイン
セミナーの講師派遣を行います。

ライフデザインセミナー講師派遣

さいたま ＬＩＦＥ ＤＥＳＩＧＮ
（https://www.city.saitama.lg.jp/lifedesign/）
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２−２ 社会全体で子育てを支える取組の強化①

産後ケア事業の拡充

〔母子保健課〕

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

拡大

1億6,875万円

産後ケア事業のサービス提供事業者数を拡
大し、これまで以上に、産婦が利用しやす
い体制を整備します。

利用者負担の軽減
サービス提供事
業者の拡大

支援を必要とす
る方が必要なタ
イミングで支援
を受けられる

また、サービス提供事業者の受皿を拡大す
るため、施設修繕等に係る補助可能件数を
拡充します。
さらに、虐待や産後うつのリスクが高い産
婦を受け入れた場合に、委託料への加算を
拡充し、安心して利用できる体制を整備し
ます。

産婦健康診査の助成回数の拡大

〔母子保健課〕

拡大

8,648万円
令和８年４月１日実施分から、出産後１か月頃
までに受診される「産婦健康診査」の助成回数
を、１人当たり２回（上限5,000円／１回）に
拡大します。

助成額
（上限）

受診時期
（目安）

助成
回数

5,000円産後１か月頃１回
【従前】
令和８年

３月３１日まで

5,000円
産後２週間頃
【今回拡大】

２回
【拡大】

令和８年４月１日
実施分から 5,000円産後１か月頃

出
産
後

１
か
月
頃

【従前】

出
産
後

２
週
間
頃

【拡大】

出
産

産婦健康診査
受診時期
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２−２ 社会全体で子育てを支える取組の強化②

私立認可保育所等における
医療的ケア児の受入支援

〔保育施設支援課〕

私立幼稚園等の特別支援教育に対する
支援の充実

〔幼児政策課〕

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

拡大 拡大

1億7,506万円

私立幼稚園等における特別支援教育に対す
る支援の一層の充実を図り、特別な教育的
支援が必要な幼児に係る幼児教育振興補助
金の補助対象人数を拡大します。

 埼玉県特別支援教育費補助金の上乗せ補
助として、県補助金を受けられない「障
害の疑いのある幼児」に対して、市独自
に補助を実施。
（補助基準額：園児一人あたり522千円）

 「障害の疑いのある幼児」に対する補助
は一園あたり３人を上限としていたが、
昨今における障害の疑いのある幼児の増
を踏まえ、令和６年度から、一定の要件
を満たす私立幼稚園等を対象に、上限を
一園あたり５人に拡大。

2億3,802万円
医療的ケア児保育支援センターにおいて、
未就学の医療的ケア児や家族に対しての相
談、受入施設等に対して研修等の支援を実
施します。
また、医療的ケアを必要とする児童の受
入れを行う私立認可保育所等の支援を実施
するとともに、受入施設を拡大します。

①未就学の医療的ケア児の
家族からの相談や一時預かり
等の支援

②医療的ケア児受入施設等に
対する研修等の支援

①看護師を配置して医療的ケア
を実施5,798千円／園

②医療的ケア児2名以上の受入れ
＋看護師を複数配置

11,596千円／園
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２−２ 社会全体で子育てを支える取組の強化③

私立認可保育所等における
障害児の受入支援

〔保育施設支援課〕

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

拡大拡大
保育園・幼稚園・放課後児童クラブ

人材確保施策の拡充（給与上乗せ補助）

〔保育施設支援課・幼児政策課
・放課後児童課〕 27億9,735万円

「さいたま保育士・幼稚園教諭応援手当」の増額や放課後
児童支援員への助成の拡充により処遇改善を図るとともに、
引き続き人材確保のための各種事業を実施します。

【拡充】さいたま保育士・幼稚園教諭応援手当の拡充

「さいたま保育士応援手当」及び「さいたま幼稚園教諭応
援手当」に、公定価格における人件費上昇分（5.3％）を
反映させ、12,000円増額し33,000円とします。

補助区分１及び区分２の支援員に対する補助月額に公定価
格における人件費上昇分（5.3％）を反映させ、全員加算
を900円増額し月額6,700円とします。
（年額10,800円の増）

・区分１ 現行 経験加算10,000円 全員加算5,800円
・区分２ 現行 経験加算20,000円 全員加算5,800円

・区分１ 拡充後 経験加算10,000円 全員加算6,700円
・区分２ 拡充後 経験加算20,000円 全員加算6,700円

【拡充】放課後児童支援員への助成の拡充

10億3,286万円

【現状・問題点】
（保護者）受入可能な保育所
を見つけるため個別に問合せ
が必要

【解決方法】
障害児等の受入れの有無に関わらず、保育士を
雇用する補助を行うことで、障害児等の受入施
設をあらかじめ確保する。

（保育所）受入れたくても、
事前に保育士を雇用する等の費用が必要

障害児等の受入れを促進するため、受入れに必要
な人員を確保している私立認可保育所等に補助を
行います。

【新規】育成支援新規枠の創設

障害児等の受入れ体制を整備した私立認可保育所
等に補助を行います。
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放課後子ども居場所事業の実施校拡大
民設放課後児童クラブの整備促進

〔放課後児童課〕

２−２ 社会全体で子育てを支える取組の強化④

小学生の朝の見守り事業の試行的実施

〔放課後児童課〕

新規

291万円

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

拡大

7億6,683万円

待機児童の解消・保護者負担の軽減・多様な
ニーズへの対応のため、放課後みんなのひろ
ば（放課後子ども居場所事業）を市内25校で
実施するとともに、民設放課後児童クラブの
整備を促進します。

専用室で宿題タイム

【放課後みんなのひろば（放課後子ども居場所事業）】

兼用室（家庭科室）で自由遊び

※放課後みんなのひろば（放課後子ども居場所事業）は、放課後
に学校が使用しない特別教室等を活用して、利用を希望する全
ての児童に安全・安心な放課後の居場所を提供します。

小学校の始業前の時間帯に児童が安心して過
ごすことができる居場所を提供するため、学
校施設を活用し、高砂小学校で朝の見守り事
業を試行的に実施します。

委託

環境整備
学校

運営事業者

利用者市 運営

申込み
保険料支払い

保護者同伴で登校

・７時から受付
・学校施設内で落ち着いて過ごす
・登校時間に昇降口に移動

【イメージ図】
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２−３ 子育てを支える経済的支援

7,836万円

第２子における保育料軽減対象の拡大

〔保育施設支援課〕

令和８年度における主な新規・拡充事業（子ども・子育て関連）

拡大

第１子の年齢や保育所等への在園状況に関
わらず、第２子の保育料を半額とすること
ができるよう、対象者を拡大し、保護者の
経済的負担の軽減を図ります。

小学校給食の無償化・中学校給食の
物価高支援の実施

〔おいしい給食サポート課〕

拡大

74億3,478万円

令和８年度　学校給食費（月額）

国・県
支援額

市支援額

小学校 5,510円 5,200円 310円

特別支援学校
小学部

6,230円 6,200円 30円

中学校
中等教育学校

6,480円 1,430円 5,050円

特別支援学校
中学部・高等部

7,170円 1,450円 5,720円

校種 食材料費 保護者負担額

0円（無償化）

保護者負担額は
令和7年度と同額

国の学校給食費の抜本的な負担軽減が決定
したことに伴い、小学校給食費の保護者負
担を完全無償化するとともに、引き続き、
中学校給食費の物価高分について支援を行
います。
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